
 

 

早期独立弁護士等に対する経済的支援に関する募集要項 

 

【支給対象者】次の各号のいずれかに該当する当会会員であり、会社、法人、公共団体、複数人が所属する法律 

事務所等に所属せずに、自ら単独で、自宅とは独立した法律事務所を賃貸借等して開設している 

者、又はその予定のある者 

(1)司法修習生の修習を終えた日の翌日から３年を経過しない者 

(2) 出産、育児、介護等の理由により弁護士法（昭和 24年法律第 205号）第 11条に基づく登録取消

しの請求後、再登録をし、再登録の日から 3年を経過しない者  

(3) 入会金及び各種会費等に関する会規（平成 16年会規第8号）第3条第6項の規定に基づく一般会

費の支払義務の免除を受け、当該免除を受ける期間が満了する月の最終日の翌日から 3年を経過し

ない者 

(4)その他前 3号に準ずる者 

 

【支給期間】最初の支給月から１年以内 

 

【支給額】 月額３万円以内 

      年度内１８０万円（３万円/月×１２ヶ月の場合、５名）の範囲内 

 

【備 考】 期限を定めて募集し選考を行います（令和６年度第１次募集期限は、令和６年６月２８日（金） 

      必着です。）。選考に際して面談等を行う場合があります。選考手続に関する詳細等は、末尾 

      記載の担当事務局までお問い合わせ下さい。 

 

【支給基準】 原則として下記①及び②を満たすことを前提に、下記③以下の事情を総合考慮の上審査いたします。 

① 前年度所得３００万円以下 

②  法律事務所の家賃等（共益費、管理料、消費税含む）の額が月額８万円以下 

③  平均月収、資産、負債等の現在の収入状況及び資産状況 

④  活動状況 

⑤  直近の就職活動 

⑥  所属を希望する委員会 

⑦  本支援を必要とする具体的事情 等 

      ※ ②について、事務所としての実体を要するとともに、弁護士法 23条並びに職務基本規程 18条及びその

解釈指針等に照らし、秘密保持義務を全うし得る程度に独立した執務場所であることを要します。シェ

アオフィス等の場合、実体のある独立した執務場所であるか否かを実質的に判断します。 

 

【必要書類】 ① 支援金給付申請書 

② 誓約書 

上記に加えて、その他の書類（【支給基準】①に関して確定申告書等、【支給基準】②に関して事務所

の写真等及び【支給基準】③に関して具体的情報、資料等）の提出を求める場合があります。                      

《担当事務局》 第二東京弁護士会 司法調査課 早期独立弁護士等支援担当 

                        100-0013 千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 9階 

                             TEL: 03-3581-2259  FAX: 03-3581-3844 

                                   E-mail:  soukidokuritsu@niben.or.jp 


